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企業主導型保育施設設置促進助成金支給要綱 

 

            平成 29 年 4 月 18 日 29 東し雇第 1 号 

 改正 平成 29 年 5 月 1 日 29 東し雇第 109 号 

 改正 平成 30 年 3 月 12 日 29 東し雇第 821 号 

改正 平成 30 年 6 月 14 日 30 東し雇第 315 号 

改正 平成 31 年 3 月 29 日 30 東し雇第 1124 号 

改正 令和元年 10 月 15 日 31 東し雇第 853 号 

改正 令和元年 11 月 20 日 31 東し雇第 1020 号 

改正 令和２年 3 月 4 日 31 東し雇第 1566 号 

改正 令和２年 6 月 23 日 2 東し雇第 12710 号 

改正 令和２年 8 月 31 日 2 東し雇第 51144 号 

改正 令和３年１月１４日 2 東し雇第 78544 号 

 

（目的）  

第１条 企業主導型保育施設設置促進助成金 (以下「助成金」という。 )は、公

益財団法人東京しごと財団理事長（以下「理事長」という。）が、労働者が子

育てをしながら働きやすい職場環境を整備する都内事業主を支援するため、

東京都内において企業主導型保育事業の実施により新たに企業主導型保育施

設の整備に取り組む事業主に対し、その開設にあたり初度調弁に要する経費

や保育業務支援システムの導入に要する経費を助成することにより、企業主

導型保育施設の設置を促進することを目的とする。  

 

（通則）  

第２条 公益財団法人東京しごと財団（以下「財団」という。）が実施する助成

金の支給に関しては、この要綱の定めるところによる。  

 

（定義）  

第３条 この要綱における定義は、次に定めるところによる。  

（１）企業主導型保育事業とは、平成 28 年度企業主導型保育事業費補助金実施

要綱（（平成 28 年５月２日付け府子本第３０５号・雇児発０５０２第１号）

以下「28 実施要綱」という。）第２の１ .、平成 29 年度企業主導型保育事

業費補助金実施要綱（（平成 29 年４月 27 日付け府子本第３７０号・雇児発

０４２７第２号）以下「 29 実施要綱」という。）第２の１ .、平成 30 年度

企業主導型保育事業費補助金実施要綱（（平成 30 年６月１４日付け府子本
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第６５５号・子発０６１４第２号）以下「 30 実施要綱」という。）第２の

１.、令和元年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱（（令和元年 10 月

11 日付け府子本第５７０号・子発１０１１第５号）以下「元年実施要綱」

という。）第２の１ .、令和２年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱（令

和２年３月 16 日付け府子本第 223 号・子発 0316 第５号）以下「令和２実

施要綱－１」という。）第２の１．、令和２年度企業主導型保育事業費補助

金実施要綱（（令和２年５月 13 日付け府子本第 556 号・子発 0513 第１号）

以下「令和２実施要綱－２」という。）第２の１．、令和２年度企業主導型

保育事業費補助金実施要綱（令和２年５月 29 日付け府子本第 630 号・子発

0529 第３号）以下「令和２実施要綱－３」という。）第２の１．、令和２年

度企業主導型保育事業費補助金実施要綱（令和２年７月 14 日付け府子本第

734 号・子発 0714 第２号以下「令和２実施要綱－４」）第２の１．及び令

和２年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱（令和２年 10 月 12 日付け

府子本第 963 号・子発 1012 第１号以下「令和２実施要綱－５」）第２の１．

定める保育事業をいう。  

（２）企業主導型保育施設とは、企業主導型保育事業を行う施設をいう。  

（３）多摩産材を使用した備品とは、多摩地域の適正に管理された森林から生

産されたことを多摩産材認証協議会によって産地証明された認証材を使用

して製作された備品（以下「多摩産材製備品」という。）をいう。併せて多

摩産材製備品でない備品を「通常備品」という。  

 

（助成事業者）  

第４条 この要綱に基づく助成の対象となる事業者は、次の各号のいずれかに

該当する者とする。  

（１）平成 28 年度企業主導型保育事業助成要領第２の４.  、平成 29 年度企業

主導型保育事業助成要領第２の４ . 、平成 30 年度企業主導型保育事業助成要

領第２の４.、令和元年度企業主導型保育事業助成要領第２の４．又は令和２

年度企業主導型保育事業助成要領（以下「令和２年度助成要領」という。）第

２の４．による企業主導型保育事業（整備費）の助成の決定を受け、都内に

企業主導型保育施設を設置する者。  

（２）令和２年度助成要領第１の４．による企業主導型保育事業（運営費）（た

だし、令和２年度助成要領第１の２．（３）⑬改修支援加算（以下、「改修

支援加算」という。）を含むものに限る）について、助成決定に係る内示を

受け、都内に企業主導型保育施設を設置する者。ただし、内示を受けた後、

改修支援加算を含む企業主導型保育事業（運営費）が不採択となった者を
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除く。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の全てを満たしていない場合は、助成

金は受けられない。  

（１）東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱（平成年３ 1 年３月１９

日付３０総行革監第９１号）に規定する東京都政策連携団体でないこと。  

（２）申請時から起算して過去５年間に重大な法令違反等がないこと。  

（３）都税の未納がないこと。  

（４）労働関係法令について、次のアからキを満たしていること。  

  ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額（地域別、特

定（産業別）最低賃金額）を上回っていること。  

イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反してい

ないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分に

ついて通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。 

ウ 法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働

に関する協定（３６協定）」を締結し、遵守していること。  

エ 労働基準法第３９条第７項に違反していないこと。  

オ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。  

カ その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。  

キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止す

るための措置をとっていること。  

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業、同条第１３項に規定する接客業務受託営業及びこれらに

類する事業を行っていないこと。  

（６）暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以

下「条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規

定する暴力団関係者をいう。）、暴力団（同条第 2 号に規定する暴力団をい

う。）及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若し

くは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。  

 

（助成事業及び助成対象経費等）  

第５条 助成の対象となる事業は、前条に定める助成事業者が、企業主導型保

育施設の開設にあたって行う、次の各号に掲げる事業とする。  

（１）直接保育の提供のために必要な備品の整備  

ア 事故防止に資する備品の整備  
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イ 保育室等において使用する室内遊具の整備  

ウ その他保育活動に必要な備品の整備  

（２）保育士の業務負担軽減に資する保育業務支援システムの導入  

２ 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。  

（１）第１項第１号に掲げる事業  

ア 備品購入費  

イ 備品の設置や輸送に係る経費  

（２）第１項第２号に掲げる事業  

 ア 保育業務支援システムの導入に係る初期費用  

 イ 保育業務支援システムの使用に必要な機器の購入費用  

 ウ 保育業務支援システム及び機器の設置や輸送に係る経費  

３ 保育業務支援システムの機能等について  

（１）第１項第２号の保育業務支援システムは、少なくとも下記のアからオま

での機能を搭載していること。ただし、オの機能については、アからエの

機能を搭載したシステムから独立したシステムである場合も対象とする。  

ア 他の機能と連動した園児台帳の作成・管理機能  

※園児台帳には、氏名・住所等の基本情報のほか、家族の連絡先、メー

ルアドレス、身体測定、出生時記録、成長記録、既往症、かかりつけ

医師、生活記録、健診と予防など、様々な情報管理が可能となってい

ること。  

イ 園児台帳と連動した指導計画の作成機能  

ウ 園児台帳や指導計画と連動した保育日誌の作成機能  

エ 園児台帳と連動した園児の登園及び降園の管理に関する機能  

オ 保護者との連絡に関する機能  

（２）保育業務支援システムに搭載する機能は、単に業務の簡略化を図るだけ

のものではなく、保育士や保護者等にとって、必要な情報等が具体的に把

握できる仕組みとなっているなど、保育の質の向上にも配慮されているも

のでなければならない。  

４ 次の要件のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。  

（１）第１項第１号に掲げる事業  

ア 単価１０，０００円未満のもの  

イ 屋外遊具  

（２）第１項第２号に掲げる事業  

 ア システムの利用料、保守料、機器リース料、レンタル料、通信費等の  

   ランニングコスト  
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 イ 保育業務支援システムの使用に必要な機器のうち、単価１０，０００円

未満のもの   

 ウ ＵＳＢメモリ  

（３）上記（１）、（２）共通  

ア 助成の決定前に助成対象物を購入している場合  

イ 間接経費（税金、振込手数料  等）  

ウ 消耗品（おむつ、コピー用紙  等）  

エ その他、社会通念上、助成が適当でないと理事長が認めるもの  

５ 助成事業の実施期間は、助成決定日以後、対象施設の開設予定日の前日ま

でとする。  

 

（助成額及び助成率等） 

第６条 前条に規定する助成事業の助成率、助成限度額等は、別表１に定める

とおりとする。  

  なお、通常備品に掲げる限度額から通常備品に係る助成対象経費を控除し

た余剰額については、多摩産材製備品の購入経費及び保育業務支援システム

の導入経費として充当することができる。ただし、それぞれの上乗せ分に掲

げる限度額を加えた額の範囲内とする。  

なお、算定された額に１千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。  

 

（支給申請）  

第７条 助成金の支給申請を行おうとする事業者は、企業主導型保育施設設置

促進助成金支給申請書（様式第１号）に、別表２に定める書類を添えて、対

象施設の開設予定日の原則として３か月前までに、理事長に提出しなければ

ならない。  

２ 申請は１施設につき１回限りとする。  

３ 支給申請にあたっての書類提出は、前項に定めるもののほか、別途申請の

手引きに定める。  

４ 申請は予算の範囲で受け付ける。東京都の出えん金により財団が造成した

基金の予算の全額が執行された場合は、申請の受付を終了する。  

 

（支給決定）  

第８条 理事長は、前条により申請があった場合は、その内容を審査の上、次

の各号のとおり支給決定又は不支給決定を行う。  
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（１）審査の上、適当と認められるときは、速やかに支給決定を行い、支給決

定通知書（様式第２－１号）により、当該支給決定の内容及びこれに付し

た条件について、当該申請事業に通知する。  

（２）審査の上、適当と認められないときは、速やかに不支給決定を行い、不

支給決定通知書（様式第２－２号）により、当該不支給決定の内容及び理

由について、当該申請事業者に通知する。  

 

（事業計画の変更）  

第９条 助成事業者は、次の各号に該当する場合は、変更申請書（様式第３号）

を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。  

（１）助成事業者の名称、所在地、代表者、印影、開設日を変更する場合  

（２） 助成対象経費のうち、単価が１０万円以上の新たな備品を追加する場合。

ただし、既に助成対象である備品の数量の増減は除く。  

（３）導入予定の保育業務支援システムを変更する場合  

（４）導入予定の保育業務支援システムの使用に必要な機器のうち、単価が１

０万円以上の新たな機器を追加する場合。ただし、既に助成対象である機

器の数量の増減は除く。  

（５）対象施設の定員の変更に伴い、助成限度額が変更になる場合  

（６）助成事業の内容を著しく変更する場合  

２ 理事長は、前項により変更申請書が提出された場合において、内容を審査

し、変更承認通知書（様式第４－１号）又は変更不承認通知書（様式第４－

２号）により、当該助成事業者に通知する。ただし、前項第１号に該当する

場合は、変更申請書の写しの交付をもって通知とする。   

 

（事業計画の中止等）  

第 10 条 助成事業者は、助成事業を中止 (廃止)しようとする場合は、中止(廃

止)届出書（様式第５号）を理事長に提出しなければならない。また、助成事

業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、

速やかに理事長に報告してその指示を受けなければならない。  

 

（立入調査）  

第 11 条 理事長は、助成事業の状況及び経費の収支等について、関係職員に立

入調査をさせることができる。  

 

（実績報告）  



 

7 

 

第 12 条 助成事業者は、助成事業完了の上、実施機関から通知を受けた企業主

導型保育事業（整備費）助成額確定通知又は企業主導型保育事業（運営費）

助成決定通知（ただし、改修支援加算を含むものに限る）を受け、認可外保

育施設設置の届出が完了してから３０日以内に、実績報告書（様式第６号）

に、別表３に定める書類を添えて理事長に提出しなければならない。  

２ 実績報告にあたっての提出書類は、前項に定めるもののほか、別途申請の

手引きに定める。  

 

（助成金の額の確定）  

第 13 条 理事長は、前条により実績報告書の提出を受けた場合は、当該報告に

係る助成事業の実績結果が支給決定の内容及びこれに付した条件等に適合す

るものであるかを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認め

たときは、支給すべき助成金の額を確定し、助成額確定通知書（様式第７号）

により、当該助成事業者に速やかに通知する。  

 

（助成金の支払）  

第 14 条 助成事業者は、前条により通知を受けた場合において、助成金の支払

を受けようとするときは、助成金請求書兼口座振込依頼書（様式第８号）を

理事長に提出しなれければならない。  

２ 理事長は、前項により助成金の支払の請求があった場合は、その内容を審

査し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。  

３ 助成金は確定払いとする。  

 

（助成金の経理等）  

第 15 条 助成事業者は、助成事業に係る経理について収支の事実を明らかにし

た証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を額の確定のあった日の属する会

計年度の終了後５年間保存しなければならない。ただし、財産処分の制限の

ある財産に関するものについては、これにかかわらず処分終了までの期間保

存しなければならない。  

 

（取得財産の管理）  

第 16 条 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用が増した財産（以下

「取得財産」という。）を適切に管理し、助成事業の完了後も、助成金の支給

の目的に従いその効率的運用を図らなければならない。  
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（財産の処分の制限）  

第 17 条 助成事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若

しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は債務の担保に供しようとする（以下、

「取得財産等の処分」という。）ときは、あらかじめ財産処分申請書（様式第

９号）による申請により理事長の承認を受けなければならない。ただし、当

該取得財産等が、取得価格又は効用の増加価格が５０万円未満のもの又は、

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）

に定める耐用年数を経過したものについてはこの限りではない。  

２ 理事長は、前項の規定により承認した取得財産等の処分により助成事業者

が収入を得たときは、その収入の全部又は一部を財団に納付させることがで

きる。  

 

（併給調整）  

第 18 条 理事長は、助成事業者が本事業と対象経費を重複して他の補助金等を

受給する又は受給した場合は、助成金の併給を認めないものとする。  

 

（支給決定の取消し）  

第 19 条 理事長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成

金の支給決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの支給決定の内容若し

くはこれに付けた条件を変更することがある。  

（１）偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。  

（２）助成金を他の用途に使用したとき。  

（３）助成金の支給決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反した

とき。  

（４）企業主導型保育事業（整備費）の助成決定の取り消しが行われたとき。  

（５）企業主導型保育事業（運営費）（ただし、改修支援加算を含むものに限る）

の助成決定の取り消しが行われたとき。  

（６）廃業及び倒産等により助成事業の実施が客観的に不可能となったとき。  

（７）助成事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人そ

の他の従業員若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至った

とき。  

（８）その他の助成金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令

又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。  

２ 前項の規定は、助成事業について支給すべき助成金の額の確定があった後

においても適用する。  
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（関係帳簿等の調査）  

第 20 条 理事長が必要と認めた場合は、助成事業者に対し報告を求め又は関係

帳簿、書類等を調査することができる。  

２ 前項の規定は、助成事業が完了した後においても、適用があるものとする。 

 

（助成金の返還）  

第 21 条 理事長は、第 19 条の規定により助成金の支給決定の全部又は一部を

取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助

成事業者に助成金が支払われているときは、期限を付してその返還を命じる。 

２ 前項の助成金の返還期限は、当該返還を命令された日から起算して２０日

以内とし、返還に係る手続は、所定の納付書によりその期日及び場所を指定

して行う。  

 

（違約加算金及び延滞金の納付）  

第 22 条 理事長が第 19 条の規定により助成金の支給決定の全部又は一部を取

り消した場合において、前条の規定により助成金の返還を命じたときは、助

成事業者は、当該命令にかかる助成金を受領した日から返還の日までの日数

に応じ、当該助成金の額（一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既返還額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計

算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 理事長が助成金の返還を命じた場合において、助成事業者が定められた納

期日までにこれを納付しなかったときは、助成事業者は、納期日の翌日から

納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年１０．９５パーセント

の割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければな

らない。  

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間については３６

５日の割合とする。  

 

（違約加算金の基礎となる額の計算）  

第 23 条 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助

成事業者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納

付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てる。  

 

（延滞金の基礎となる額の計算）  
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第 24 条 第 22 条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返

還を命じた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日

以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した

額によるものとする。  

 

（非常災害の場合の措置）  

第 25 条 非常災害等による被害を受け、事業の遂行が困難となった場合の助成

事業者の措置については、理事長が指示するところによる。  

 

（義務の承継）  

第 26 条 助成事業者が助成事業を新たに設立する会社等に承継させる場合に

おいて、企業主導型保育施設設置促進助成金支給要綱及び支給の決定に定め

る義務等は、承継後の会社等に適用があるものとし、助成事業者は、そのた

めに必要な手続きを行わなければならない。  

 

 

 

（その他）  

第 27 条 助成金の支給に関するその他必要な事項は、理事長が別に定める。  

 

（電子情報処理組織による申請等）  

第 28 条 次の各号に掲げる本事業に係る手続き及び事務については、財団が指

定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。  

 （１） 第７条第１項の規定に基づく本助成金の支給申請  

 （２） 第８条の規定に基づく助成金の支給決定又は不支給決定通知  

 

附 則  

 この要綱は、平成２９年５月１日から施行する。  

 

附 則  

この要綱は、平成２９年５月１０日から施行する。  

 

附 則  

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

２ 改正後の規程様式第６号別紙４は、平成３０年度以降に支給決定を受け
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る助成事業から適用し、平成２９年度中に支給決定を受けた助成事業につ

いては、なお従前の例による。  

 

附 則  

この要綱は、平成３０年６月１５日から施行する。  

 

附 則  

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

２ 改正後の規程様式第６号別紙４は、平成３１年度以降に支給決定を受け

る助成事業から適用し、平成３０年度中に支給決定を受けた助成事業につ

いては、なお従前の例による。  

 ３ 平成３０年度に支給決定を受け、平成３１年度以降に対象施設を開設す

る事業者が、第５条第１項第２号に掲げる事業を新たに実施する場合に限

り、第９条第１項第６号に規定する事業計画の変更により、改正後の要綱

を適用できるものとする。  

 

附 則  

 １ この要綱は、令和元年１２月１日から施行する。  

 ２ 改正後の第７条第１項については、令和元年１２月１日以降に受理する

支給申請から適用し、それより前に受理したものについては、なお従前の

例による。  

 

附 則  

 １ この要綱は、令和２年１月１０日から施行する。  

 

附 則  

 １ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 ２ 改正後の第７条第１項及び第２項については、令和元年４月１日以降に

受理する支給申請から適用し、それより前に受理したものについては、な

お従前の例による。  

 

附 則  

 １ この要綱は、令和２年８月１日から施行する。  

 

附 則  
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 １ この要綱は、令和２年 10 月１日から施行する。  

 

附 則  

 １ この要綱は、令和３年１月２９日から施行する。  
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別表１  

(1) 平成２９年５月１日から平成３０年３月３１日までに支給を決定したもの  

設置する保育所の

定員数  

限度額  

助成率  通常備品分  

（多摩産材製備品

を購入しない場合）  

多摩産材製備品購

入上乗せ分  

20 名以下 1,000 千円  300 千円  

10 分の 10 

21～30 名 1,200 千円  360 千円  

31～40 名 1,300 千円  390 千円  

41～70 名 1,900 千円  570 千円  

71 名以上 2,300 千円  700 千円  

 

 (2) 平成３０年４月１日以降に支給を決定したもの  

設置する保育所の

定員数  

限度額  

助成率  通常備品分  

（多摩産材製備品

を購入しない場合）  

多摩産材製備品購

入上乗せ分  

20 名以下 750 千円  250 千円  

4 分の 3 

21～30 名 900 千円  270 千円  

31～40 名 1,000 千円  300 千円  

41～70 名 1,450 千円  430 千円  

71 名以上 1,725 千円  525 千円  

 

(3) 平成３１年４月１日以降に支給を決定したもの  

設置する保育所

の定員数  

限度額  

助成率  
通常備品分  

多摩産材製備

品購入上乗せ

分  

保育業務支援

システム導入

上乗せ分  

20 名以下 750 千円  250 千円  750 千円  

4 分の 3 

21～30 名 900 千円  270 千円  900 千円  

31～40 名 1,000 千円  300 千円  1,100 千円  

41～70 名 1,450 千円  430 千円  1,300 千円  

71 名以上 1,725 千円  525 千円  1,500 千円  
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別表２ 支給申請  提出書類一覧表  

 

共 通  

 

①   
支給申請書（様式第１号）  

（郵送申請は原本／電子申請は写し）  

 

②   

企業主導型保育事業（整備費）助成申

込書の写し又は企業主導型保育事業

（運営費）助成申込書（ただし、改修

支援加算を含むものに限る）の写し  

企 業 主 導 型 保 育 事 業

（運営費）助成申込書

の写しは、企業主導型

保育事業（運営費）助

成決定に係る内示書の

内容と一致するものを

提出すること  

③   

企業主導型保育事業（整備費）助成決

定通知書の写し又は企業主導型保育事

業（運営費）助成決定に係る内示書（た

だし、改修支援加算を含むものに限る）

の写し  

 

④   事業計画書（別紙１（様式第１号関係）） 
 

⑤   
誓約書（別紙２（様式第１号関係））  

（郵送申請は原本／電子申請は写し）  

 

⑥   

法人都民税・法人事業税の納税証明書  

※都内に事業所を設けて事業を行って

いる事業主のみ  

（郵送申請は原本 /電子申請は写し）  

申請時点で直近の納期

が 到 来 し て い る も の

（一期分）を提出（都

税事務所で発行された

原本）  

⑦   
会社案内又は会社概要（ホームページ

の写しも可  

事業者（法人）の代表

者、所在地、事業内容

等が確認できるもの  

⑧   

印鑑証明書  

（郵送申請は原本 /電子申請は原則不

要。但し、誓約書を押印提出した場合

は、写し）  

発行日から３か月以内

のもの  

 

⑨   
委任状（参考様式・原本）  

※電子申請の場合は、委任不可  

提出代行者が提出する

場合のみ  

第５条第１項第１号に掲げる事業を実施する場合  

 ⑩   
購入予定の備品の規格、品目、単価等

がわかる資料の写し  

 

第５条第１項第２号に掲げる事業を実施する場合  
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⑪   

保育業務支援システム導入計画書（別

紙３（様式第１号関係））  

（郵送申請は原本／電子申請は写し）  

 

⑫   
導入予定の保育業務支援システムの搭

載機能、価格等がわかる資料の写し  

 

⑬   

導入予定の保育業務支援システムの使

用に必要な機器の規格、品目、単価等

がわかる資料の写し  
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別表３ 実績報告  提出書類一覧表  

 

共 通  

 

①   実績報告書（様式第６号）の原本  
 

②   精算書（別紙６（様式第６号関係））  
 

③   

企業主導型保育事業（整備費）完了報

告書の写し又は企業主導型保育事（運

営費）助成申込書（ただし、改修支援

加算を含むものに限る）の写し  

企 業 主 導 型 保 育 事 業

（運営費）助成申込書

の写しは、企業主導型

保育事業（運営費）助

成 決 定 通 知 書 の 内 容

と 一 致 す る も の を 提

出すること  

④   

児童福祉法第 59 条の２第１項に基づ

き東京都（八王子市内については八王

子市、児童福祉法第 59 条の４に基づき

児童相談所を設置する市及び特別区に

ついては各市区）に届け出た書類（認

可外保育施設設置届）の写し  

受 領 印 が 押 印 さ れ た

もの 

⑤   

企業主導型保育事業（整備費）助成額

確定通知書の写し又は企業主導型保育

事業（運営費）助成決定通知書（ただ

し、改修支援加算を含むものに限る）

の写し  

 

⑥   印鑑証明書の原本  
発行日から３か月以内

のもの  

⑦   領収書の写し  
 

⑧   
納品書の写し（購入・導入した物の内

訳がわかるもの）  

領収書に品目の内訳が

ない場合、又は領収書

で支給決定日から開園

日の前日までに購入し

たことが確認できない

場合のみ  

⑨   購入したすべての備品・機器の写真  

同一備品を複数購入し

た場合は、個数がわか

るように撮影する  

第５条第１項第１号に掲げる事業を実施した場合  

 ⑩   多摩産材使用を証明する書類  
 

第５条第１項第２号に掲げる事業を実施した場合  

 ⑪   保育業務支援システムの契約書の写し  
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第１４条により額が確定した場合  

 ⑫   助成金請求書兼口座振替依頼書（様式第８号）の原本  

第１７条に掲げる財産処分を実施する場合  

 ⑬   財産処分申請書（様式第 9 号）の原本  

 


